
議第　30　号 

 

教育委員会教育長の任命について 

 

　本市教育委員会教育長に次の者を令和５年４月１日に任命いたしたいので、議会の同

意を求める。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月 22 日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三条市長　滝　沢　　　亮 

 

 

記 

 

 

 

 

 住　　　　　　　　所 氏　　　名 生　年　月　日

  

 髙　橋　誠一郎



議第　30　号参考 

 

髙　　橋　　誠　一　郎　　略　歴 

 

１　住　　所　　　 

 

２　生年月日　　　 

 

３　学　　歴　　　 

 

４　職　　業　　　 

 

５　主な経歴　　　 

 



　　　地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

　（組織） 

第３条　教育委員会は、教育長及び４人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定め

るところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しく

は市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び５人以上の委員、町村又は地

方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長及び

２人以上の委員をもつて組織することができる。 

　（任命） 

第４条　教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教

育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、

任命する。 

４　教育長及び委員の任命については、そのうち委員の定数に１を加えた数の２分の１

以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。  

　（任期） 

第５条　教育長の任期は３年とし、委員の任期は４年とする。ただし、補欠の教育長又

は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２　教育長及び委員は、再任されることができる。


